
第３回 松前町水道事業経営審議会

水道料金改定の流れ及び料金改定案について

令和６年２月１日（木）



□ 前回までのおさらい
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令和4年12月19日開催

第１回 『水道事業の概要及び取組状況について』、『水道事業の経営状況について』

○水の供給にかかる費用を給水収益で賄えておらず、民間企業であれば倒産の危機。

○水道事業にかかる費用は、給水収益によって賄うことが原則であり、安定的な給水を行うためには、

更新投資等に充てる財源の確保も考慮した適切な料金設定を行う必要がある。

○県内２０市町のうち、松前町の水道料金が最も低い。（家庭用20㎥あたり）

令和5年3月13日開催

第２回 『令和４年度決算見込み、令和５年度予算（案）及び前回の質問に対する回答について』

○令和４年度松前町水道事業会計決算見込み及び令和５年度松前町水道事業会計予算

○水道料金の徴収方法、料金未収金の推移表、料金回収率の計算及び経営健全化の主な取組など

『財政収支見通し及び料金設定について』

○水道事業経営の基本原則、水道料金の決定原則及び水道料金の検討の流れ

○現行料金の場合の財政収支の現状と今後の見通し

○現行料金体系の説明と計算例



■１ 水道料金改定の流れについて
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① 財政計画の策定

② 料金水準の算定
（総括原価の算定）

③ 料金体系の設定
（個別原価の算定）

料金表の確定

・総括原価（営業費用＋資本費用）の算定
・関連収入（手数料、預金利息等）の控除
・資産維持費の算入

・料金算定期間の決定
・需給計画等の基本方針の決定
・財政収支の見積り

・総括原価の分解（需要家費、固定費、変動費）
・固定費原価の配分（準備料金、水量料金）
・総括原価の配賦（基本料金、従量料金）
・料金体系の選択

料金改定案の検討手順 （公社）日本水道協会発行の「水道料金算定要領」及び
「水道料金改定業務の手引き」により実施

Ｐ３

Ｐ４～Ｐ５

Ｐ６～Ｐ14
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① 財政計画の策定

財政の収支見通し（現行料金の場合）

※算定期間は令和７年度～11年度
（単位：千円）

年　　　　　　度 R2 R3 R4

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 382,067 373,215 363,462 363,935 362,844 362,029 361,214 360,399 359,584 358,769 357,954 357,139 

(1) 372,370 369,970 360,605 360,644 359,821 358,998 358,175 357,352 356,529 355,706 354,883 354,060 

(2) (B) 124 140 108 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

(3) 9,573 3,105 2,749 3,176 2,908 2,916 2,924 2,932 2,940 2,948 2,956 2,964 

２． 40,184 39,682 42,988 39,897 35,484 32,985 42,711 41,135 40,117 39,209 38,752 38,603 

(1) 0 0 260 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

0 0 260 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(2) 33,024 33,524 36,153 34,440 30,092 27,593 37,319 35,743 34,725 33,817 33,360 33,211 

(3) 7,160 6,158 6,575 5,217 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 

(C) 422,251 412,897 406,450 403,832 398,328 395,014 403,925 401,534 399,701 397,978 396,706 395,742 

１． 377,318 390,744 373,023 376,014 362,794 358,676 460,191 464,773 475,103 431,677 442,398 442,416 

(1) 32,182 22,426 29,561 45,216 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

(2) 137,910 166,164 143,097 159,948 160,050 162,725 185,090 182,090 215,090 176,090 185,090 182,090 

25,534 26,974 34,630 46,635 46,635 46,635 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

26,581 55,923 28,134 31,733 31,000 31,000 31,000 31,000 61,000 31,000 31,000 31,000 

0 45 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

85,795 83,222 80,333 81,490 82,325 85,000 94,000 91,000 94,000 85,000 94,000 91,000 

(3) 207,226 202,154 200,365 170,850 162,744 155,951 235,101 242,683 220,013 215,587 217,308 220,326 

２． 47,721 45,556 42,877 40,745 49,380 58,906 70,776 72,221 70,804 69,146 67,468 65,786 

(1) 47,721 45,556 42,877 40,745 49,380 58,906 70,776 72,221 70,804 69,146 67,468 65,786 

(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(D) 425,039 436,300 415,900 416,759 412,174 417,582 530,967 536,994 545,907 500,823 509,866 508,202 

(E) △ 2,788 △ 23,403 △ 9,450 △ 12,927 △ 13,846 △ 22,568 △ 127,042 △ 135,460 △ 146,206 △ 102,845 △ 113,160 △ 112,460 

(F) 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(G) 434 169 1,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(H) △ 268 △ 169 △ 1,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

△ 3,056 △ 23,572 △ 10,983 △ 12,927 △ 13,849 △ 22,568 △ 127,042 △ 135,460 △ 146,206 △ 102,845 △ 113,160 △ 112,460 

(I) 126,021 102,450 91,467 78,540 64,694 42,126 △ 84,916 △ 220,376 △ 366,582 △ 469,427 △ 582,587 △ 695,047 

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

R11 R12 R13

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

R5 R6 R7 R8 R9 R10

Ｒ７〜Ｒ11 料金収入計 1,786,760千円

Ｒ7〜Ｒ11 支出計（原価） 2,532,273千円

Ｒ７〜Ｒ11 料金以外の収益計 211,392千円

財政収支見通し（現行料金の場合）
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料金水準（総括原価）の算定方式

営業 資本 総括
費用 費用 原価

人件費、修繕費、 （料金総収入額と合致）
減価償却費等

財政計画の収支見通しから料金算定の基礎となる費用を積算し、料金水準を決定する。
ここでは、水道料金に求められる「適正な原価」を算出するために、財政計画から営業費用及び資本費用を

計上する。
これらの費用を合わせた総括原価を算出し、総括原価と料金収入の総額が一致するように料金を設定する。

② 料金水準の算定（総括原価の算定）

支払利息、資産
維持費



料金算定期間の総括原価（Ｒ７～Ｒ１１ ５年間）
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料金算定期間の
見込み費用

2,532,273千円
（約２５億円）

料金以外の見込み収益
211,392千円（約2億円）

料金算定期間の
見込み水道料金

1,786,760千円
（約18億円）

収益が628,439千円
（約6億円）足りない

料金改定により回収が
必要となる部分

６２８，４３９千円（約６億円）の収益増には、約３５．２％の料金改定が必要となる。

※資産維持費 94,318千円

総括原価 2,626,591千円
（約26億円）

収益 1,998,152千円
（約20億円）

※資産維持費
水道施設の計画的な更新等

の原資として確保する費用
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基本となる料金体系を決定し、「総括原価」を性質ごとに分解（需要家費、固定費、変動費）した上で、個々の
サービスの供給に基づく客観的な原価をもとに、各使用者群や使用水量へ配分する（個別原価主義）ことで、水
道料金を算定する。

総 括 原 価

原価の分解

需要家費 固定費 変動費

※経費の性格上、全額を準備料金に配分すべきとの考えもあるが、定額
部分が著しく高くなることから、固定費の相当分を水量料金に配分

準備料金
使用水量とは関係なく水道事業が

給水準備のために必要な原価

水量料金
各水道使用者の使用水量に
対応して必要とされる原価

原価の配賦

基本料金 従量料金

・量水器関係費や検針徴収関係費等「水
道の使用量とは関係なく、需要家（使用
者）の存在により発生」する費用

・固定的なものであり、「準備料金」へ配
分

・施設維持管理費、減価償却費、支払利
息、資産維持費等「水道の使用量とは
関係なく、水道需要の存在に伴い固定
的に発生」する費用

・給水量等をもとに、「準備料金」「水量
料金」へ配分

・薬品費、動力費等、「水道の実使用（給
水量の増減）に伴い発生」する費用

・水道の使用量に対して増減するもので
あることから、「水量料金」へ配分

総括原価の分解から料金体系への配賦の手順

原価の配分

はいふ

③ 料金体系の設定（個別原価の算定）



総括原価
2,626,591千円

需要家費
166,402千円

固 定 費

686,843千円

変 動 費
２８６，６３５千円

従量料金
１，７７３，３４６千円

総括原価の分解から配賦 ～料金算定期間（Ｒ７～Ｒ１１ ５年間）の総括原価～
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基本料金
853,245千円

2,173,554千円

1,486,711千円

総括原価の約33% 総括原価の約67%

※「水道料金算定要領」の
配分基準により基本料金

と従量料金へ配分

原価の分解

原価の配分

原価の配賦



一般的な水道料金体系は、水道の使用水量の有無に関係なく、いつでも安全でおいしい水を供給できる体
制を維持するため、固定的にかかる経費として負担してもらう「基本料金」と、使用した水量に応じて必要となる
経費として負担してもらう「従量料金」から構成される「二部料金制」を採用している。

料金体系の類型

単純均一制

無差別制

一部料金制

定額料金制

従量料金制

二部料金制
基本料金

従量料金

一般的な料金体系

口径別料金

用途別料金

季節別料金

逓増（逓減）型料金等

差別制

松前町現行体系
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料金体系の類型

種別

基本料金

従量料金

対象となる経費

水道メーター設置費
検針徴収経費　等

薬品費、動力費　等

定義

   使用水量の有無に関わらず水道メーター口径や用途に応じ
て、水道使用者に負担してもらう料金

   使用水量に応じて、水道使用者に負担してもらう料金
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口径別料金体系

原価主義 負担力・価値基準

用途別料金体系

個別原価主義の要請 生活用水の安定供給

松前町現行体系

料金体系（口径別・用途別）

用途別料金体系

詳細内容

  水道メータ―の口径別に料金
を設定する方法

  水道の用途別に料金を設定す
る方法

料金体系理由

  大きな口径のメーターを付けている使用者は、一度に多くの水
を使うことができることから、口径が大きいほど水道施設の費用
を多く負担すべきであると考え、一般的に基本料金や従量料金
を高く設定している。

  水道の用途を生活用（一般家庭）や業務・営業用などに分け、
それぞれの水道使用者によって基本料金や従量料金を変えるも
ので、一般的には生活用に配慮した体系となっている。

料金体系

口径別料金体系
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（消費税込み）

基本水量 基本料金
従量料金

（1㎥につき）

11 ㎥ ～ 30 ㎥ 126.5 円 

31 ㎥ ～ 50 ㎥ 139.7 円 

51 ㎥ ～ 155.1 円 

11 ㎥ ～ 50 ㎥ 146.3 円 

51 ㎥ ～ 150 ㎥ 159.5 円 

151 ㎥ ～ 173.8 円 

工業用 200 ㎥ 26,087.6 円 201 ㎥ ～ 194.7 円 

11 ㎥ ～ 50 ㎥ 145.2 円 

51 ㎥ ～ 150 ㎥ 158.4 円 

151 ㎥ ～ 172.7 円 

湯屋用 200 ㎥ 17,873.9 円 201 ㎥ ～ 145.2 円 

臨時用 1 ㎥ 178.2 円 2 ㎥ ～ 178.2 円 

11 ㎥ ～ 30 ㎥ 86.9 円 

31 ㎥ ～ 50 ㎥ 94.6 円 

51 ㎥ ～ 102.3 円 

共
用

給
水
装
置

家庭用 10 ㎥ 664.4 円 

団体用 10 ㎥ 1,092.3 円 

営業用 10 ㎥ 1,108.8 円 

種別 区分 用途
料金

超過水量

専
用
給
水
装
置

計
量
制

家庭用 10 ㎥ 792.0 円 

■メーター使用料

量水器口径 使用料（月額）

13 mm   72.6 円 

20 mm   146.3 円 

25 mm   156.2 円 

30 mm   261.8 円 

40 mm   324.5 円 

50 mm   1,570.8 円 

75 mm   1,885.4 円 

100mm   2,618.0 円 

（用途別）
用途によって

料金が異なる。

（逓増型）
超過水量が増えるごとに

従量料金も増加する。

ていぞう

現行の料金表（二部料金制・用途別・逓増型従量料金制）

基本料金
３３％

従量料金
67％

（基本・従量料金の割合）
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１ 基本料金と従量料金の割合
基本料金の割合を高くすると、水需要の増減による収入の影響が小さくなり、経営の安定性が増すが、小口使用

者への負担が重くなる。一方で、従量料金の割合を高くすると、水需要の減少を招き、経営の不健全化に直結する。
このため、使用者への影響が少ない範囲で基本料金の割合を高く設定することが重要である。

２ 松前町における現行の料金体系と使用状況 （参考資料 Ｐ１ ～Ｐ３参照）

・ 二部料金制（基本料金＋従量料金）を採用している。
・ 用途別料金体系（家庭用、団体用、工業用、営業用など７区分）を採用している。
・ 基本水量は１０㎥、超過水量は逓増型従量料金制（超過水量が増えるごとに従量料金も増加する。）を採用

している。
・ 用途別割合では、「家庭用」が契約件数で約９４％、使用水量で約８２％、給水収益で約７６％と、いずれも大

部分を占めている。
・ メーター口径別割合では、「口径１３ｍｍ」が契約件数で約９０％、使用水量で約７３％、給水収益で約６８％と、

いずれも大部分を占めている。
・ 「家庭用・１３ｍｍ」のうち、契約件数約２９％が基本水量１０㎥以下の小口使用者、約６９％が１１㎥以上５０
   ㎥以下の中間使用者、約２％が５１㎥以上の大口使用者となっている。

料金体系の設定における着眼点

３ 料金体系の選択のポイント

・ 「用途別料金体系」と「口径別料金体系」の比較検討を行う。なお、用途別については「営業用」、「団体用」、
「工業用」を統合し、用途の違いによる不公平感を軽減する。

・ 基本料金及び基本水量並びに従量料金及び超過水量の設定は、不公平感を軽減しつつ、適切な料金体系
   を検討する。
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料金体系の選択のポイント

① 口径別料金体系への変更

 現在、本町で採用している「用途別料金体系」については、従来から広く採用されてきた体系であるが、最近の傾向としては、用途区分を
従来のように家事用、団体用、営業用、工業用等に細分せず、家事用、家事以外とする事業者が増えている。一般的には家事用に配慮した体
系であり、県内において約55％（全国：約30％）が採用している。
 また、「口径別料金体系」については、水道メーターの口径の違いにより、一度に使用できる水量の差に対して応分の負担を求めることが
できる点で公平感があり、近年、採用している事業者が増えている。水道料金算定要領において推奨されている体系であり、県内において約
45％（全国：約60％）が採用している。（参考：全国約10％は「その他の料金体系」）
 今回の改定では、更なる費用負担の公平性と明確な料金体系の確保の観点から、「口径別料金体系」への変更が望ましいと考える。
（各割合は令和５年４月１日現在）

② 基本水量の変更

 基本水量制とは、公衆衛生の向上、生活環境の改善という観点から、基本料金に一定の水量を付与し、すべての使用者に対して最低限の生
活用水を平等に確保するとともに、料金の低減化を図るために導入されたものである。
 近年、単身世帯の増加などにより基本水量内の使用者が増え、基本水量を越えた使用者との費用負担の公平性を確保する必要があること
や、節水努力が報われないなどの課題があることから、基本水量制の廃止または縮小を実施している事業者が増えている。
 県内20事業者の基本水量制の採用状況については、本町で採用している「10㎥」は４事業者、「８㎥」は11事業者、「５㎥」は３事業者、
「０㎥（廃止）」は２事業者となっており、水道料金算定要領では、料金の激変を招かないように少しずつ基本水量制の廃止に向けて進めて
いくことが推奨されている。
 今回の改定では、更なる費用負担の公平性の確保や激変緩和の観点から、「基本水量８㎥」への変更が望ましいと考える。

③
従量料金における
超過水量の水量区画

の細分化

 本町の従量料金は、多くの事業者と同様に、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる「逓増型従量料金制」を採用している。
 現在、本町で採用している超過料金の水量区画は「３段階」であるが、細分化することにより、各水量区画に該当する使用者に対して、よ
り使用量に応じた公平な負担を求めることができる。
 県内20事業者の水量区画の採用状況については、「７段階」と「６段階」はそれぞれ１事業者、「５段階」と「４段階」はそれぞれ２事業
者、本町で採用している「３段階」は６事業者、「段階なし（単一）」は８事業者となっており、水道料金算定要領では、生活用水に対する
配慮として、給水地域の需要実態に考慮し、概ね３から５段階の設定が推奨されている。
 今回の改定では、更なる費用負担の公平性の確保の観点から、「水量区画５段階」への変更が望ましいと考える。

④ 住⺠の声

 令和５年３月から７月にかけて開催した町政懇談会で頂いた水道料金の改定に関する主な御意見は以下のとおり。
  ・水道料金の値上げは、安定供給のためには仕方ないと考えるが、急激には上げないでほしい。
  ・松前町の水道料金は、県内でも安いイメージがあるため、出来るだけ維持してほしい。
  ・高齢者等の小口使用者に対して配慮してほしい。

料金体系の選択のポイント
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料金体系設定のシミュレーション結果（令和５年９月請求分データ）



料金体系検討結果のまとめ

14



料金表の選定

15
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ていぞう

新料金表案Ⓐ 全使用者バランス型 （二部料金制（メーター使用料込） ・口径別・逓増型従量料金制）

基本料金
３３％

従量料金
67％

（基本・従量料金の割合）

料金改定率
約３５．２％

40 mm 8 2,320 9 ～ 50 188 

51 ～ 100 199 

101 ～ 500 211 

501 ～ 1,000 224 

1,001 ～ 238 

50 mm 8 4,700 9 ～ 50 188 

51 ～ 100 199 

101 ～ 500 211 

501 ～ 1,000 224 

1,001 ～ 238 

75 mm 8 5,660 9 ～ 50 188 

51 ～ 100 199 

101 ～ 500 211 

501 ～ 1,000 224 

1,001 ～ 238 

100 mm 8 7,550 9 ～ 50 188 

51 ～ 100 199 

101 ～ 500 211 

501 ～ 1,000 224 

1,001 ～ 238 

口径 基本水量 基本料金 超過料金超過水量

参考資料
P4,8,9
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ていぞう

新料金表案Ⓑ 小口・中間使用者配慮型 （二部料金制（メーター使用料込） ・口径別・逓増型従量料金制）

基本料金
３３％

従量料金
67％

（基本・従量料金の割合）

料金改定率
約３５．２％

40 mm 8 2,320 9 ～ 50 196 

51 ～ 100 208 

101 ～ 500 222 

501 ～ 1,000 239 

1,001 ～ 260 

50 mm 8 4,700 9 ～ 50 196 

51 ～ 100 208 

101 ～ 500 222 

501 ～ 1,000 239 

1,001 ～ 260 

75 mm 8 5,660 9 ～ 50 196 

51 ～ 100 208 

101 ～ 500 222 

501 ～ 1,000 239 

1,001 ～ 260 

100 mm 8 7,550 9 ～ 50 196 

51 ～ 100 208 

101 ～ 500 222 

501 ～ 1,000 239 

1,001 ～ 260 

口径 基本水量 基本料金 超過料金超過水量

参考資料
P5,8,10



改定後の財政収支見通し① （（仮定）令和7年度から約35.２％改定）

料金収入 約6.3億円増
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改定後の財政収支見通し② （激変緩和措置 （仮定）令和７年度から約２５％改定、令和９年度から約３５．２%改定）

料金収入約5.6億円増

19



第３回 松前町水道事業経営審議会

参考資料
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【資料Ｐ１１】現行の用途別・口径別における契約件数・使用水量・給水収益のデータ

1



【資料Ｐ１１】現行の家庭用・１３mmにおける段階別の戸数・使用水量のデータ

22



3

【資料Ｐ１１】現行の用途別における口径件数のデータ【営業用、団体用、工業用の統合】

「営業用」、「団体用」、
「工業用」を統合し、用
途の違いによる不公平
感を軽減する。

3
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新料金比較表 Ⓐ 全使用者バランス型 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう

■口径別料金比較_40mm ※改定前は営業用40mmと比較 （税込）
改定前 改定後 増加額（月） 増加額（年） 改定率

50 ㎥ ¥ 7,241 ¥ 10,216 ¥ 2,975 ¥ 35,700 41.09%
100 ㎥ ¥ 15,161 ¥ 20,166 ¥ 5,005 ¥ 60,060 33.01%
150 ㎥ ¥ 23,081 ¥ 30,716 ¥ 7,635 ¥ 91,620 33.08%
200 ㎥ ¥ 31,716 ¥ 41,266 ¥ 9,550 ¥ 114,600 30.11%
300 ㎥ ¥ 48,986 ¥ 62,366 ¥ 13,380 ¥ 160,560 27.31%
500 ㎥ ¥ 83,526 ¥ 104,566 ¥ 21,040 ¥ 252,480 25.19%

1,000 ㎥ ¥ 169,876 ¥ 216,566 ¥ 46,690 ¥ 560,280 27.48%
1,500 ㎥ ¥ 256,226 ¥ 335,566 ¥ 79,340 ¥ 952,080 30.96%

■口径別料金比較_50mm ※改定前は営業用50mmと比較 （税込）
改定前 改定後 増加額（月） 増加額（年） 改定率

50 ㎥ ¥ 8,487 ¥ 12,596 ¥ 4,109 ¥ 49,308 48.42%
100 ㎥ ¥ 16,407 ¥ 22,546 ¥ 6,139 ¥ 73,668 37.42%
150 ㎥ ¥ 24,327 ¥ 33,096 ¥ 8,769 ¥ 105,228 36.05%
200 ㎥ ¥ 32,962 ¥ 43,646 ¥ 10,684 ¥ 128,208 32.41%
300 ㎥ ¥ 50,232 ¥ 64,746 ¥ 14,514 ¥ 174,168 28.89%
500 ㎥ ¥ 84,772 ¥ 106,946 ¥ 22,174 ¥ 266,088 26.16%

1,000 ㎥ ¥ 171,122 ¥ 218,946 ¥ 47,824 ¥ 573,888 27.95%
1,500 ㎥ ¥ 257,472 ¥ 337,946 ¥ 80,474 ¥ 965,688 31.26%
2,000 ㎥ ¥ 343,822 ¥ 456,946 ¥ 113,124 ¥ 1,357,488 32.90%
2,500 ㎥ ¥ 430,172 ¥ 575,946 ¥ 145,774 ¥ 1,749,288 33.89%
3,000 ㎥ ¥ 516,522 ¥ 694,946 ¥ 178,424 ¥ 2,141,088 34.54%

■口径別料金比較_75mm ※改定前は営業用75mmと比較 （税込）
改定前 改定後 増加額（月） 増加額（年） 改定率

50 ㎥ ¥ 8,802 ¥ 13,556 ¥ 4,754 ¥ 57,048 54.01%
100 ㎥ ¥ 16,722 ¥ 23,506 ¥ 6,784 ¥ 81,408 40.57%
150 ㎥ ¥ 24,642 ¥ 34,056 ¥ 9,414 ¥ 112,968 38.20%
200 ㎥ ¥ 33,277 ¥ 44,606 ¥ 11,329 ¥ 135,948 34.04%
300 ㎥ ¥ 50,547 ¥ 65,706 ¥ 15,159 ¥ 181,908 29.99%
500 ㎥ ¥ 85,087 ¥ 107,906 ¥ 22,819 ¥ 273,828 26.82%

1,000 ㎥ ¥ 171,437 ¥ 219,906 ¥ 48,469 ¥ 581,628 28.27%
1,500 ㎥ ¥ 257,787 ¥ 338,906 ¥ 81,119 ¥ 973,428 31.47%
2,000 ㎥ ¥ 344,137 ¥ 457,906 ¥ 113,769 ¥ 1,365,228 33.06%
2,500 ㎥ ¥ 430,487 ¥ 576,906 ¥ 146,419 ¥ 1,757,028 34.01%
3,000 ㎥ ¥ 516,837 ¥ 695,906 ¥ 179,069 ¥ 2,148,828 34.65%

■口径別料金比較_100mm ※改定前は営業用100mmと比較 （税込）
改定前 改定後 増加額（月） 増加額（年） 改定率

5,000 ㎥ ¥ 862,969 ¥ 1,173,796 ¥ 310,827 ¥ 3,729,924 36.02%
6,000 ㎥ ¥ 1,035,669 ¥ 1,411,796 ¥ 376,127 ¥ 4,513,524 36.32%
7,000 ㎥ ¥ 1,208,369 ¥ 1,649,796 ¥ 441,427 ¥ 5,297,124 36.53%
8,000 ㎥ ¥ 1,381,069 ¥ 1,887,796 ¥ 506,727 ¥ 6,080,724 36.69%
9,000 ㎥ ¥ 1,553,769 ¥ 2,125,796 ¥ 572,027 ¥ 6,864,324 36.82%

4

約３５．２％改定
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新料金比較表 Ⓑ 小口・中間使用者配慮型 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう

5

約３５．２％改定
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新料金比較表 Ⓐ－１ 全使用者バランス型 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう

6

激変緩和措置 約２５％改定
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新料金比較表 Ⓑ－１ 小口・中間使用者配慮型 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう

7

激変緩和措置 約２５％改定
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新料金表案Ⓐ・Ⓑ （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう
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新料金表案Ⓐ－１ 全使用者バランス型・激変緩和措置 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう

99
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新料金表案Ⓑ－１ 小口・中間使用者配慮型・激変緩和措置 （二部料金制・口径別・逓増型従量料金制）
ていぞう
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